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開会 午前１０時０２分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○まじま委員長 ただいまより建設公営企業常任委員会を開会いたします。 

本日の委員会に上村委員から遅れる旨の届出があります。 

それでは会議を進めてまいります。本日は、１、建設、上下水道事業及び病院事業に関する事項

についてを議題といたします。 

最初に、（１）所管部局の業務概要の説明について、理事者から説明をお願いしたいと思います。 

○中野建築部長 市政のあらましのうち、建築部所管の主な事業の概要について説明をいたします。 

それでは、市政のあらまし（行政編）３０３ページの１、建築行政を御覧いただきたいと思いま

す。 

初めに、１の建築確認申請等についてであります。建築基準法に基づき、建築物に関する指導等

を行うほか、防災指導や違反建築物の是正指導を行っており、令和２年度は、確認申請、許可申請

合わせて１千４７９件の取扱いがありました。 

次に、２の高齢化対応住宅普及促進事業についてであります。既存住宅のバリアフリー化に要す

る費用の一部を補助するやさしさ住宅補助制度を実施しており、令和２年度の補助金交付件数は５

１件でありました。そのほか、高齢者の住宅改修に関わるセミナーも開催しております。 

３、高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助事業についてであります。高齢者向け優良賃貸住宅の契約

家賃と入居者負担額の差額を補助するもので、令和２年度は１棟３１戸を対象に補助金を支出して

おります。なお、補助の期間は管理開始から１０年間を限度としておりますことから、当該物件に

係る補助金の支出は本年９月末をもって終了となります。 

４の建築物安全推進事業についてであります。不特定多数の方が利用する民間建築物に対し、ア

スベストの分析調査や除去等に要する費用の一部を補助するもので、令和２年度は、分析調査が１

件の実績でありました。 

続いて３０４ページ、５の建築物耐震改修促進事業についてであります。昭和５６年以前の旧耐

震基準で建築された住宅に対する耐震診断及び耐震改修に要する費用の一部を補助するもので、令

和２年度は補助の実績はありませんでした。 

６の住宅改修促進事業についてであります。住宅の省エネルギー化や長寿命化に要する費用の一

部を補助するもので、令和２年度は４１８件の実績でありました。 

７、空家等総合対策事業についてであります。不良空き家住宅の除却に要する費用の一部を補助

するほか、危険な空き家等に対する緊急安全措置や、所有者不在の空き家について、相続財産管理

人の選任の申立てを行っております。令和２年度は、不良空き家住宅除却費補助交付件数が３件、

緊急安全措置件数が２件、相続財産管理人選任の申立てが３件の実績でありました。 

８の住宅雪対策事業についてであります。融雪施設の設置や無落雪屋根への改修等、雪対策に要

する費用の一部を補助するもので、令和２年度は３１４件の実績でありました。 

次に３０５ページ、９の屋外広告物対策事業についてであります。屋外広告物の設置許可や屋外

広告業の登録のほか、違反広告物の除却や屋外広告物の実態調査を行うもので、令和２年度は、許

可申請取扱件数が４２４件、屋外広告業の登録申請件数が６８件でありました。 

１０のアスベスト含有煙突改修事業についてであります。アスベスト含有煙突の改修を行うもの
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で、令和元年度から、学校教育施設、動物園及び水道局の施設を除く市有施設全体を建築部が進め

ております。令和２年度は１０施設１０本の煙突改修を実施し、今年度は８施設１０本の煙突改修

を進めることで、アスベスト含有煙突の改修は全て完了となります。 

１１の大規模建築物耐震改修促進事業についてであります。要緊急安全確認大規模建築物の耐震

化を促進するため、耐震補強設計費用、耐震改修費用の一部を補助するもので、令和２年度は、耐

震補強設計１件について補助金の支出をしております。 

続いて、２の公営住宅についてであります。初めに、１、公営住宅の現況ですが、令和２年度末

現在で、市営住宅の管理戸数は４千８７３戸であります。令和２年度は、第２豊岡団地の建て替え

事業による新設と旧住棟の解体、春光台団地の平屋建て住戸の解体により、前年度から２０戸の減

となっております。 

次に３０６ページ、（３）の応募状況については、年に４回実施している定期募集の応募状況を

表に示してございます。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、第１回の定期募

集を中止いたしました。それ以降の募集では、郵送による申込みの受付など、新たな取組による受

付方法の改善を図り、入居者の募集を実施してまいりました。定期募集の応募倍率は３倍から６倍

程度と募集ごとに差が生じておりますが、単身で入居できる住宅の募集戸数や、人気のある団地の

募集の有無等が要因と考えております。 

最後に、２の市営住宅整備事業についてであります。市営住宅の建て替え等を行うもので、令和

元年度は第２豊岡団地の新１号棟２期工事、令和２年度は新２号棟１期工事をそれぞれ完了してお

ります。今年度は、集会所の新築工事を行うほか、新２号棟２期工事の建設予定地にある既存住棟

の解体工事を行います。 

以上、建築部所管の主な事業概要でございます。 

○太田土木部長 続きまして、土木部が所管いたします主な事業の概要について御説明申し上げま

す。 

市政のあらまし（行政編）の３０７ページから３１８ページにかけまして、土木部所管の事業を

掲載してございますけれども、内容が多岐にわたりますことから、施設の現況や整備管理を中心に

説明をさせていただきます。 

まず初めに、３、公園緑化についてでございます。まず、１、公園の現況についてでございます

が、本市には、街区・近隣・地区・総合公園など、大小様々な公園が４３７か所ございまして、そ

のトータル面積は８０９万１千５３３平方メートルとなってございます。 

次に、２、都市公園等の整備につきましては、特に街区公園をはじめ、市民要望の強い老朽化し

た公園施設の改築、更新など、旭川市公園施設長寿命化計画に基づき進めているものでございます。

令和３年度につきましては、末広中央公園ほか、計５２か所で公園施設の改築、更新、撤去などを

実施するところでございます。 

次に、３０８ページとなります。４、運動公園整備事業につきましては、スポーツの拠点のみな

らず、広域防災拠点機能を有する東光スポーツ公園の整備を行うものでございます。令和３年度に

つきましては、テニスコート及びマンホールトイレの整備を実施するところでございます。 

次に、５、緑化推進事業につきましては、美しい町並みの形成と緑化意識の高揚を図るため、シ

ンボル花壇などの整備のほか、花フェスタの開催や市民参加による道路などの花壇造りに関する支
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援を行っているところでございます。なお、令和３年度の花フェスタにつきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策のため、オンラインによる開催としたところでございます。 

次に、ページが飛びまして３１０ページとなります。１０、花咲スポーツ公園改修事業につきま

しては、市民のスポーツの場の充実を図るため、花咲スポーツ公園の改修を行うものでございます。

令和３年度につきましては、テニスコートの改修と施設の老朽度調査を実施するところであります。 

続きまして、またページが飛びまして３１２ページとなります。５、道路橋りょう整備について

でございます。まず、１、道路橋りょうの現況についてでございます。令和３年４月１日現在で、

本市の市道延長は２千１４２．１キロメートル、そのうち舗装道は１千８４８．８キロメートルで、

全体に占める率については８６．３％となっているところであります。また、市道に架かる橋梁に

つきましては、全部で６００橋、延長にして１１．４キロメートルとなっているところであります。 

次に、２、道路舗装・橋りょうの整備につきましては、快適な市民生活と効率的な産業活動のた

め、生活道路も含めた道路橋梁の整備を促進するものでございます。令和３年度の整備事業費は、

道路の改良、舗装や橋梁の修繕工事などで４０億２千８９２万５千円となっているところでござい

ます。 

次に、３１３ページの４、都市計画道路整備についてでありますが、都市計画道路につきまして

は、安全で快適な交通確保や活力ある都市形成、防災上の役割など多面的な機能を有する道路でご

ざいます。市内における街路総延長は２４８．３キロメートルございますが、そのうち市道延長は

１１６．２５キロメートルとなってございます。本市では、街路事業などにより、都市計画道路の

整備を計画的に進めてございますが、整備状況といたしましては、道路用地が計画どおり確保され、

供用開始されている改良済み延長が９７．０１キロメートルで８３．４５％、そのうち車道部分が

本舗装済みとなっている延長は７５．６５キロメートで６５．０８％にとどまっているという状況

にございます。令和３年度は、神楽３条通、大雪通、神居旭山通の改良舗装工事を実施するところ

でございます。 

次に、５、除雪についてでございます。まず、（１）の除排雪等の基準等につきましては、出動

基準や管理基準等の詳細を３１４ページにわたって記載しておりますが、近年の気候変動に対応可

能な効果的かつ効率的な除排雪といったことが強く求められておりまして、現在、旭川市雪対策審

議会の議論を踏まえながら、旭川市雪対策基本計画の改定作業を進めているところでございます。

その中で、圧雪管理基準等につきましても見直しを検討していくといった考えでございます。また、

除排雪が入っていないなど、出動状況に関する問合せも非常に多いことから、昨年度から一部地区

に導入しているＧＰＳによる除排雪車両運行管理システムについては、今シーズンから、除排雪車

両が走行した路線を市のホームページで公開するなど、よりきめ細かな情報発信に努めていく考え

でございます。 

次に、３１５ページになります。（３）除排雪作業体制についてでございますけれども、地区住

民、除雪企業、市の３者が連携した地域総合除雪体制を構築して、令和元年度までは市内９地区に

分けて業務委託してございましたけれども、昨年度からは、安定的な除排雪体制の確保に向けまし

て、一部除雪地区を統合する試行的な取組を実施し、本年度におきまして雪対策審議会でその効果

を検証したところ一定の効果が得られていたといったことから、統合地区の拡大といった方向性が

示されておりまして、現在、除排雪業者ネットワーク協議会との意見交換や、除雪連絡協議会での
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市民意見を伺いながら、統合地区拡大の検討を進めているところでございます。 

次に、（５）の除雪弱者援助につきましては、高齢者や障害者などの除雪弱者世帯に対しまして

住宅の間口除雪を実施するものでございますが、除雪作業の負担が増しているといったことから、

令和２年度からは福祉保険部で地域住民による住宅前道路除雪に取り組んでございまして、今後も

引き続き連携強化を図りながら、取組地区の拡大に努めていく考えでございます。 

次に、（８）の除雪費の執行状況についてでございます。特に、昨シーズンにつきましては、平

年を上回る降雪量に加えまして、極端な暖気と降雪を繰り返すといった気象状況に見舞われまして、

除雪費は３度の追加補正により、過去最高の３５億１千８２１万９千円の執行額となったところで

ございます。 

次に、３１６ページになります。６、雪対策事業につきましては、市民生活に優しい快適な冬の

都市環境づくりを推進するため、旭川市雪対策審議会の設置、開催、旭川市雪対策基本計画の改定

作業、そして除雪機械等運転免許取得支援事業などを行ってございます。なお、この除雪機械等運

転免許取得支援事業につきましては、排雪作業のダンプトラック運転手の高齢化や若手人材の確保

に向けた取組として、令和３年度からは、新たに大型自動車免許の取得費用も補助の対象に加え、

制度の拡充を図ったところでございます。 

次に、８、人や街にやさしいあかり環境推進事業につきましては、交通安全及び防犯のため町内

会などが設置する街路灯に関わる費用負担の軽減を図るため、ＬＥＤ灯などの省エネ型への更新と、

新たに設置するための工事費用や電気料金について補助金を交付するものであります。 

次に、３１７ページの９、買物公園自転車対策事業につきましては、買物公園を市民が安心して

通行できるよう、駐輪自転車の整理や放置自転車の撤去等を行っております。なお、駅前駐輪場に

つきましては、昨年度におきまして、防犯対策を強化し、高架下の駐輪場と合わせまして、試行運

用を踏まえながら、本年度から２４時間供用としたところでございます。 

次に、３１８ページになります。１１、地域歩行空間等整備事業につきましては、令和３年度か

らの新規事業でございまして、災害発生時などにおけます高齢者、障害者等の移動性向上を図るた

め、路面の段差解消などにより安全に通行できる歩行空間を確保し、避難経路の整備を進めるもの

であります。本事業は、５か年計画で２７路線の整備を予定してございまして、令和３年度におき

ましては５路線の整備を実施するところであります。 

最後に、６、河川整備についてでございます。まず、１、河川の現況でございますが、本市を流

れる河川は１６２本ございまして、その総延長は６１３キロメートルに及んでおります。そのうち

本市が管理する河川は、準用河川で３本、４．１キロメートル、普通河川で１１４本、３２６．１

キロメートルとなっているところであります。 

３の河川整備事業につきましては、浸水被害の防止や生活環境の向上のため、本市が管理してい

る河川及び排水路などの整備を行うものでございまして、令和３年度は、十九号川ほか２０本の河

川の護岸改修や河川整備を実施するところでございます。 

以上が、土木部所管の主な事業概要でございます。 

○菅野上下水道部長 市政のあらましに基づきまして、水道局が所管いたします事項の御説明をし

たいと思います。 

まず、水道、下水道の沿革についてでございます。市政のあらまし（行政編）３２１ページを御
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覧ください。本市の水道事業につきましては、大正２年に創設された軍用水道がその始まりであり、

終戦後の昭和２３年に旭川市に移管されてから７０年余りが経過しているところでございます。こ

れまで５期にわたる拡張事業を経て今日に至っており、現行の計画では、給水人口３７万８千人、

１日最大給水量１７万３千７００立方メートルとなっております。 

少し飛びますが、３２６ページを御覧ください。本市の下水道事業についてでございます。下水

道事業につきましては、明治３４年、街路に沿った防火用水路兼用の木造開渠の建設に始まり、昭

和３３年に下水道築造第１期工事の認可を受けてから６０年余りが経過しているところでございま

す。昭和５６年から、現在の下水処理センターの設置により、周辺５町を含めた広域的な処理を開

始し、令和２年度末におきましては、処理区域面積が８千６０ヘクタール、処理区域内人口が３２

万６１５人で、本市全人口の９７．２％をカバーしており、管渠延長は１千９２３．９キロメート

ルとなってございます。 

現況、主な事業につきましては、次長から説明をさせていただきます。 

○鈴木上下水道部次長 初めに、水道事業について御説明いたします。市政のあらまし（行政編）

の、少し戻りまして３２２ページを御覧ください。１、現況の（１）給水人口、普及率等の推移に

ついてでございます。令和２年度末の普及状況につきましては、給水人口３１万４千２３６人で、

普及率は９５．７％となっております。また、表の下から３行目にございますとおり、配水管延長

は２千２２９．０１８キロメートルとなっております。 

次に、（２）令和３年度事業計画についてでございます。主な事業といたしましては、老朽化し

た配水管等の更新を進めているところでございまして、②事業概要の表の左下にありますとおり、

配水本管布設替で事業費１９億１千５７６万６千円、延長１９．３キロメートルの更新などを予定

しております。 

続きまして、下水道事業につきまして御説明いたします。少し飛びまして、３２７ページを御覧

ください。一番上に記載の（３）令和３年度事業計画についてでございます。主な事業といたしま

しては、②事業概要にございますとおり、処理場施設工事で事業費２５億４千６６０万円、下水処

理センター１号汚泥焼却炉の更新などを予定しております。 

次に、２、公共下水道事業計画についてでございます。本市の下水道事業は、昭和３３年策定の

下水道事業全体計画に沿って事業を進め、その後、数次の計画変更を重ね、現在の事業計画では８

千１２７．８ヘクタールを処理区域としております。 

次に、３３２ページを御覧ください。１０の簡易水道事業についてでございます。本市では、郊

外部の西神居地区及び江丹別地区の２つの地域で実施しております。この簡易水道事業につきまし

ては、以前は市長から事務委任を受けまして、水道事業管理者が事務を執行しておりましたけれど

も、より効率的な事業運営を図ることなどを目的に、平成３１年４月１日から地方公営企業法を適

用し、水道事業管理者が執行する業務として担任しております。 

また、その次の１１、農業集落排水事業についてでございます。平成１３年度に西神楽の千代ヶ

岡地区で供用を開始しており、この事業も簡易水道事業と同様に、平成３１年４月１日から地方公

営企業法を適用し、水道事業管理者が執行する業務として担任しております。 

市政のあらましの掲載内容については以上でございますけれども、水道料金、下水道使用料、こ

れらに関わる減免制度につきまして、現在見直し等を進めているところでございまして、意見提出
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手続を本年６月２５日から７月３０日までを期間として実施しているところでございます。意見提

出手続の結果につきましては、取りまとめ次第、改めて本委員会で御報告させていただきたいと考

えているところでございます。 

以上、水道局の所管に属する事項でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村市立旭川病院事務局長 市立旭川病院の業務概要につきまして御説明を申し上げます。 

まず、市政のあらまし（施設編）のほうになりますけれども、１８４ページを御覧いただきたい

と存じます。こちらには当院の施設概要を記載しております。１８４ページ下段から１８５ページ

にかけての（２）沿革になりますけれども、現在の建物につきましては、入院病棟が平成５年に着

工、平成７年に供用開始、また、外来棟は平成９年に着工、平成１２年に供用開始となっておりま

す。いずれの病棟も供用開始後２０年以上が経過しておりますことから、維持補修に関わる費用が

増加してきている状況にございます。 

次に、１８５ページ中段の（３）規模になりますけれども、施設面積が３万７千１６５平方メー

トル、延べ床面積が４万５千９２０平方メートルで、地下１階地上７階の鉄骨鉄筋コンクリート造

りとなっております。現在の診療科目につきましては２５科、許可病床数は、一般病床３７２床、

精神病床１００床、感染症病床６床の合計４７８床となっております。なお、このうち、現在コロ

ナ感染症病床の稼働などに伴いまして休床となっております１００床、内訳といたしましては、一

般病床９４床、感染症病床６床になりますけれども、この１００床を除いた稼働病床数は３７８床

となっております。 

また、その下（４）の附属診療所につきましては、江丹別に診療所を開設しておりまして、毎週

金曜日に本院から医師が出向いて診療に当たっているところであります。 

続きまして、今度は市政のあらまし（行政編）になります。３１９ページをお開きいただきたい

と思います。当院の現況を記載しております。 

まず、（１）概要になりますけれども、当院は市民の健康と福祉の増進を図ることを第１の目的

として設置した総合病院でありまして、救急医療や不採算医療に取り組む一方、高度先進医療を担

う道北地域の基幹病院としての役割も併せ持っており、道北一円、あるいはオホーツク圏域からも

患者を受け入れております。また、平成２１年度から地方公営企業法の全部適用に移行し、病院事

業管理者を設置し、病院経営を行っているところでございます。 

次に、１枚めくっていただきまして３２０ページの上段、（２）職員構成になります。４月１日

現在の休職中の職員を除いたいわゆる現員数につきましては、５５３人となっております。また、

あらましへの記載はございませんけれども、正職員以外に医師事務作業補助者、いわゆるクラーク

のほか、看護助手や事務補助などの会計年度任用職員が４月１日現在で２８９人おりまして、これ

らを含めた在籍者は総数で８４２人となっております。なお、このほか、入院、外来の受付窓口や

給食調理、清掃、クリーニング、警備、設備管理などの委託先事業者の社員等を含めますと、おお

むね１千人規模が勤務する病院ということになっております。 

次に、その下の（３）延べ患者数になりますけれども、令和２年度の実績で申し上げますと、入

院が合計で１０万７９９人、１日当たりで２７６．２人、外来が合計で２０万８千５５３人、１日

当たり８５８．２人となっております。 

最後に、病院の活動についてでございます。現在、コロナ禍で休止しておりますけれども、２の
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市民公開講座につきましては、市民が病気への理解を深め、健康の維持増進等が図られるよう、心

臓、血管疾患、がん、アレルギーなどをテーマとして、平成１９年度から開催しているものでござ

います。また、３の出張健康講座につきましては、医師をはじめ、当院の医療従事者が団体や地域

に出向きまして、様々な病気の話から生活習慣病の予防、薬との付き合い方などを内容とした講話

やストレッチの実践などを平成２７年度から実施しているものでございまして、これらの活動を通

じて市民の健康づくりに寄与し、より親しまれる病院を目指しております。 

以上、市立旭川病院の業務概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○まじま委員長 ただいま、理事者から説明を受けたところでありますが、委員の皆さんから御発

言ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○まじま委員長 なければ、ただいまの説明に関わり出席していただいている理事者につきまして

は、退席していただいて結構です。 

次に、（２）特定空家等への行政代執行の実施について、理事者から報告をお願いします。 

○中野建築部長 特定空家等への行政代執行の実施について、報告いたします。 

本件は永山地区の特定空家等に係るものであり、資料の２ページ目に記載のとおり、本年１月２

２日に当委員会において、本件に係る建築物及び附属物の全てを除却するよう空家等対策の推進に

関する特別措置法による勧告を行った旨を報告して以降、同法による命令の事前通知、命令及び戒

告の各段階において、計４回にわたり報告をしてきたところでございます。 

今般、戒告による措置期限の令和３年６月２１日までに除却がなされなかったことから、本市が

行政代執行により当該特定空家等の解体除却をすることとしたものであります。解体除却は業務委

託により行うこととしており、７月中には委託契約を締結する予定でございます。 

なお、行政代執行の実施に当たっては、代執行令書をもって代執行の実施時期及び執行責任者の

氏名のほか、代執行に要する概算見積額をその所有者に対して通知することとされております。ま

た、行政代執行に要した費用は、所有者に納付命令を行うことになりますが、これに従わない場合

は、国税徴収法の例に倣い、強制的な徴収の手続を進めてまいります。 

特定空家等に関する報告は以上でございます。 

○まじま委員長 ただいまの報告につきまして、委員の皆さんから御発言ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○まじま委員長 なければ、ただいまの報告に関わって出席していただいている理事者につきまし

ては、退席をしていただいて結構です。 

次に、（３）クマ出没による土木部所管施設の使用休止について、理事者から報告をお願いしま

す。 

○太田土木部長 クマ出没による土木部所管施設の使用休止について、御報告いたします。 

熊の目撃情報等によりまして、本年６月２３日から、忠別川、美瑛川沿いの一部公園施設等の使

用を当面の間休止しているところでございます。委員の皆様には都度御報告をさせていただいてい

るところでございますが、昨日、７月１５日の午前８時４０分頃にも旭川大橋付近の忠別川の中洲

でヒグマの目撃情報がありました。その後、猟友会と警察、市の環境部でパトロールを行っていた

ところ、新橋、旭橋の石狩川左岸、常磐公園に接する河川敷でも熊の目撃情報がありましたが、そ
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の後、消息が不明となったことから、昨日、石狩川河川敷における忠別川との合流点から金星橋ま

での区間にある土木部所管の公園施設、並びにサイクリングロードの使用を当面の間休止すること

としたところでございます。 

昨晩は、現場の状況から、新橋、旭橋の間にいる可能性が高いといったことから、金星橋上流部

及び牛朱別川合流部、そして常磐公園内に熊が逃げ込まないよう専門家のアドバイスをいただきな

がら、金星橋と牛朱別川合流部、常磐公園との境にある堤防部分に投光器を設置し監視するなど、

対応を行ってございましたけれども、早朝には花咲大橋付近を泳いで永山方面へ向かう熊の目撃情

報がございまして、本日から規制区域を金星橋からさらに北旭川大橋付近まで拡大することといた

しました。 

施設詳細につきましては、お配りしてございます資料に記載しているとおりでございますけれど

も、河川区域内の施設に加えまして、安全が確保できるまでの間は、常磐公園についても入園を禁

止しているところでございます。なお、周辺施設利用者の利便性等を考慮しまして、常磐公園の駐

車場につきましては、専門家のアドバイスをいただきながら管理人による安全対策等を徹底し、安

全が確認でき次第開放していくものとしているところでございます。 

なお、先ほど警察からも、規制区域をさらに永山橋まで広げるといった情報もございまして、そ

の対応を指示してきたところでございまして、資料にはちょっと間に合いませんでしたけれども、

休止施設については状況により都度更新してまいりますので、ホームページ等で御確認いただけれ

ばと考えてございます。今後も環境部や河川管理者と連携し、情報共有しながら安全確保に努め、

開放時期等について判断してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○まじま委員長 ただいまの報告につきまして、御発言ございますでしょうか。 

○中野委員 今日、急遽の報告ということでありました。この間、報道等でも熊の関係が報じられ

ておりまして、具体的な対応についてはもちろん環境部のほうで行うということでありますが、今、

部長のほうからも、後段、河川管理者や環境部とも、土木部として連携を図りながら取組を進める

と、休止している公園等の開放の時期についても検討するということでありました。そういった答

弁を踏まえて、２点ほどちょっと確認をさせてもらいたいなというふうに思います。 

先ほど、市政のあらましでも、旭川市内に流れる河川、総延長で６１３キロメートルということ

でありました。非常に長い距離の川が市内に流れているんだなということで、改めて確認をしたと

ころであります。また、この間の報告をお聞きしておりましても、河川を移動する手段として熊が

市街地等に侵入しているということですが、河川というのは今日の報告の資料にもあるとおり、石

狩川であったり、また忠別川であったりということで、これは国の管理河川であるというふうに思

うんですね。これまでの間、専門家への依頼や様々な対策について市費を投じて対策を行っている

というふうに想像しているところでありますが、一方、そもそもの管理者である国の対応について

はどのようになっているのかなというふうに思っているところでありますし、また、市のほうから

も国に対して、一定程度の対策、対応の要請を行っているのかなというふうには思っているところ

です。 

まず１点目としては、国がこれまでの間、この熊の出没に対して、忠別川、また石狩川、一部美

瑛川も入るのでしょうか、そういった国の管理河川において行ってきた対応について、承知してい

る範囲で、ある程度具体的に、まずはお聞かせをいただきたいなというふうに思います。 
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○太田土木部長 国の対応についてでございます。詳細を全て把握しているわけではないので、

我々のほうで知っている部分で言いますと、河川事務所のほうで、実際にドローンなんかでの調査

も行っていただいているというふうに伺っておりますし、あとは、やはり立入り規制に関しては、

我々の所管している公園施設に関しては我々のほうで立入り規制という形でやるんですけれども、

それ以外の堤防に入る部分ですとか降り口だとか、そういったところについては河川事務所のほう

で通行規制という看板をかけたり、バリケードを張ったりというふうにはお聞きしているところで

ございます。 

○中野委員 ドローンでの調査ということだと思うんですね。このドローンの調査についても一定

程度の費用がかかると思っておりますし、ドローンの調査は全国でも行われているという報道を私

もこの間、見聞きしているところであります。夜間における調査ということについても非常に効果

があるというふうに報じられておりますし、そもそも熊については夜行性の動物で、法律上、夜間

の発砲が禁止されているので、その法律も足かせになっているということが近年報じられていると

ころであります。そのドローンの調査については、昼間に行われている内容だというふうに思いま

すが、夜間の調査についても市のほうから強力に要請をしていく必要があるというふうに私は思い

ます。この部分については、今日いきなりの質問なので答弁は求めませんが、市民の命がかかって

いる案件でありますし、札幌東区でのああいった事態もありますので、ぜひ、しっかりと受け止め

ていただいて、また別な機会でその対応の状況についてはお聞きをしたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

そして、２点目の質問としては、御報告にありましたとおり、石狩川、忠別川の中州のところで

熊の目撃情報があって、今日の資料のとおり、各種公園、サイクリングロードの休止、施設の閉鎖

を行っているところだというふうに思います。そこの部分で、要は、河川敷の公園部分の草刈りと

いうのは進んでいると思うんですね。ただ、熊が実際に移動する河川の中というのは、非常に草が

生い茂って、木が生えていて、増水した場合に別な災害もちょっと心配されるような状況を、一級

河川でも私もよく確認しております。全てのそういった草木を切っていくということは現実的では

ないかというふうに思うんですが、今目撃されている場所、もしくは中洲、そういったところの草

木をしっかりと草刈りする、木を伐採していく等の対応については、これは管理者である国が行う

べき案件だというふうに思うんですね。そこについての要請の状況であったり、これは市民の命に

直結するような案件だというふうに思いますので、今後、土木部としてどういった姿勢で、どのよ

うな認識を持っているのか、見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○太田土木部長 河川敷の公園区域以外の部分の草刈りということでございます。これまでも、熊

出没ということ以外で、やはりちょっと防犯上、市民の方から草が生い茂っているところがあると

かというようなお話があったときには、河川管理者にお願いをして、その部分の草刈りだとかをや

ってもらうといったこともございました。今回、全道的にもこういった熊の出没状況が続いている

中で、やはり一部新聞報道にもありましたけれども、熊が河川敷の茂みに潜んでいるということで

ありますので、これだけ頻繁に熊が出ているという状況も踏まえまして、河川管理者とも草刈りに

ついてきちっと協議をしていきたいなというふうに思っておりますし、必要な部分については、

我々が協力できる部分で、公園敷地内のほうはしっかりやりますし、そこに隣接する、人が入り込

む部分については河川管理者に協力をお願いしていきたいなというふうには考えてございます。 
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○中野委員 突然の質問で、答弁いただきましてありがとうございます。 

道東の羅臼でも、熊によって飼い犬等が殺されたなどの報道がありました。どのようなことをす

るのか、野生動物でありますので分かりませんし、また羅臼等で行われている対応策としては、行

政や地域住民が協力をして、熊が隠れそうな林の草木を伐採して発見しやすいような状況にすると

いう対応も報じられているというふうに承知しております。そういったことを踏まえて、今、私が

質問の中で申し上げたように、熊が河川敷の中、河川の中に隠れ潜んでいる可能性は十分、分かっ

ているというふうに思いますので、ぜひとも、市民の安心、安全を確保するためにも、河川管理者

に対して、そういった危険と思われるような場所の草木の伐採等を強く要請していただきたいとい

うことを改めて指摘して、質疑を終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○まじま委員長 他に御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○まじま委員長 次に、（４）旭川市自転車ネットワーク計画に基づく取組についてに移りたいと

思います。 

御発言ありますでしょうか。 

○金谷委員 それでは、旭川市自転車ネットワーク計画に基づく取組についてに入りますが、その

前に、この計画を策定した地域振興部に対して出席を求めたいので、委員長にお取り計らいを願い

ます。 

○まじま委員長 今、金谷委員から地域振興部に対する出席要求がございました。出席を求めると

いうことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○まじま委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４６分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時４７分 

○まじま委員長 再開いたします。 

引き続き、御発言願います。 

○金谷委員 それでは、この旭川市自転車ネットワーク計画に基づく取組について、８回ほどやり

取りをさせていただきます。 

土木部からまずお聞きをいたしますが、市内の自転車の交通の現状について、特に、買物公園の

自転車は現在どのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○山田土木部土木管理課長 本市では、中心部での放置自転車の解消及び駐輪対策を推進するため、

平成２１年３月に旭川市駐輪場基本計画を策定し、旭川駅前広場及び旭川駅高架下の駐輪場や空き

地を利用した路外駐輪場の整備を進めるとともに、平成２２年４月に施行しました、大型店等にお

ける駐輪場設置の考え方を定めた旭川市駐輪場の設置等に関する条例に基づき、沿線事業者などと

も連携した駐輪場所確保に向けた様々な取組を進めてまいりました。 

また、こうした取組と併せ、平成２７年４月に施行いたしました旭川市自転車の放置の防止に関

する条例により、自転車放置禁止区域などを設定し、放置自転車の撤去やその撤去・保管料の徴収

等を行うほか、駐輪場への誘導、案内などの取組を進めてまいりました。その結果、買物公園の宮



- 11 - 

下通から８条通までの区間におきまして、計画策定前の平成１９年に９５９台ありました駐輪１日

平均台数が、平成３０年には０．５７台まで減少するなど、一定の成果が得られてきたものと認識

をしております。 

基本計画につきましては、平成３０年で実施期間が満了しておりますが、現在でもなお、一部の

路上駐輪場では満車状態となり、駐輪ラック以外に駐輪されている状況や、４条通以北の買物公園

では、少数ではございますが、いまだ放置自転車が見受けられるということがございますので、引

き続き実施する駐輪対策を示しました旭川市駐輪対策についてを策定し、現在も継続して駐輪対策

に係る様々な取組を実施しているところでございます。 

○金谷委員 それでは、現在の旭川市内での自転車の利用の状況、それから事故等はどうなってい

るのか、内容についてお聞かせください。 

○山田土木部土木管理課長 市内の自転車の利用状況についてでございますが、平成２９年に実施

しました旭川市の公共交通に関するアンケート調査では、夏期の通勤、通学のための自転車利用の

割合は１３．５％で、同じく夏期の買物のための自転車の利用割合は１４．３％となっており、日

常の交通手段として多く利用されております。 

次に、市内の自転車事故の状況についてでございますが、旭川市交通安全運動推進委員会が取り

まとめております交通事故統計によりますと、過去５年間の人身事故の件数は、平成２８年度は総

数７６３件のうち、自転車関連は９０件で約１１．８％、平成２９年度は総数６８３件のうち、自

転車関連は１０２件で約１４．９％、平成３０年度は総数７２８件のうち、自転車関連は１２０件

で約１６．５％、令和元年度は総数６５３件のうち、自転車関連は１０４件で約１５．９％、令和

２年度は総数５１１件のうち、自転車関連は９４件で約１８．４％となっており、自転車関連の事

故件数は年間１００件前後で推移しておりますが、事故総数に対する割合は年々増加傾向にあるも

のと考えております。 

○金谷委員 それでは、市内の観光などに寄与しておりますレンタサイクルの状況について、お聞

きしたいと思います。利用状況はどうなっているのか、お示しください。 

○沖本土木部次長 旭川観光コンベンション協会が旭川観光物産情報センターで毎年４月末頃から

１０月末頃まで実施している旭川観光レンタサイクルの過去５年の貸出しの実績で申し上げますと、

平成２８年は１千４２台、平成２９年は１千３０３台、平成３０年は１千３５５台、令和元年は１

千３８８台、令和２年は５４０台となっており、新型コロナウイルスの影響があった令和２年を除

き増加傾向にあり、一定の利用がなされております。なお、主な利用者は観光客で、令和元年まで

は外国人観光客の方も利用していると伺っております。 

○金谷委員 ここで、旭川市自転車ネットワーク計画について何点かお聞きしていきますが、まず、

地域振興部に対してお聞きしたいと思います。この計画について策定をしたのは地域振興部なんで

すけれども、目的についてお聞かせください。 

○高橋地域振興部次長 自転車につきましては、全国的に日常における身近な移動手段のほか、サ

イクリングなどレジャーの手段として幅広い層に利用されておりますけれども、自転車の交通ルー

ルが浸透していないことや、自転車の通行環境の整備も十分とは言えない状況であったことから、

これらの課題に対応するため、平成２４年１１月に国土交通省及び警察庁から、安全で快適な自転

車利用環境創出ガイドラインが示されました。この国のガイドラインを踏まえて、本市といたしま
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して、自転車が安全で快適に通行できる道路の整備と、自転車利用者のルール遵守、モラル向上に

向けた周知啓発活動を進め、自転車、歩行者、自動車が安心して道路を利用できる環境を創出する

ことを目的とし、平成２８年３月に旭川市自転車ネットワーク計画を策定しております。 

○金谷委員 それでは、この計画の進捗状況について土木部にお聞きをしたいと思います。 

この計画では、自転車通行空間を確保する、そのための整備形態については３種類示されている

と思うのですが、そのうち自転車専用通行帯と、計画では整備の標準としている矢羽根型路面標示

の整備状況、これについてどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○沖本土木部次長 旭川市自転車ネットワーク計画では、主要な自転車の走行ルートとして、国道

５０．６キロメートル、道道５４キロメートル、市道４１．９キロメートルを定め、令和２年度か

ら令和４年度までの３か年整備計画に基づき、中心市街地を含む優先整備エリアの整備を進めるこ

ととしております。 

優先整備エリア内のこれまでの実績としては、令和２年度末で、矢羽根型路面標示が国道３．８

キロメートル、道道２．２キロメートル、自転車専用通行帯が市道１．７キロメートル、それぞれ

整備済みの状況であり、進捗率では、国道が約１４％、道道が約６％、市道が約５％となっており

ます。 

○金谷委員 この旭川市自転車ネットワーク計画策定のときに、路線の選定についての考え方はど

のように考えていたか、また、自転車ネットワーク計画では、自転車通行空間についてどのように

整備を進める考えであったのか、この考え方については地域振興部にお聞きをしたいと思います。 

○高橋地域振興部次長 旭川市自転車ネットワーク計画の策定に当たりましては、通勤、通学、買

物など、自転車の利用目的を踏まえ、公共施設、学校、地域の核となる大型商業施設、主な居住地

等を結び、自転車の多数の利用が想定され、ネットワークの連続性を確保できるような路線の選定

を行っております。 

また、自転車の通行空間につきましては、自転車は、道路交通法上軽車両であり、原則、車道の

左路側帯を通行することとなっており、国のガイドラインでは、整備手法として、自転車道、自転

車専用通行帯、また車道混在の矢羽根型路面標示を示しております。自転車道や自転車通行帯はよ

り望ましい形態ではありますが、道路整備が一定程度進んだ本市におきましては、新たに大規模な

道路改修等を行う必要があり、多大な費用、時間を要することとなります。このため、旭川市自転

車ネットワーク計画では、国が示すガイドラインの中でも早期に実現が見込める車道混在の矢羽根

型路面標示を標準としまして、自転車通行空間の確保を進めていくこととしております。 

○金谷委員 結局、旭川市の計画では、矢羽根型路面標示を標準とするということなんですね。 

そこで、土木部のほうからもお答えいただきたいと思いますけども、自転車通行帯の設置は費用

も時間も必要だということですが、この自転車専用通行帯の整備を進めることは実際に可能かどう

か、これについてお聞かせいただきたいと思います。 

○太田土木部長 自転車専用通行帯の整備についてでございます。自転車専用通行帯を設けるため

には、先ほど御答弁にありましたように、道交法上は車道を走らなければならないということで、

歩道を走ることはできないということになりますので、既存の道路幅員の中で、車道、あるいは歩

道の幅を減少させて、新たに自転車が走行できる空間を設けるといったこととなります。そのため、

既存道路の幅員構成の変更に伴いまして、排水施設ですとか植樹帯などの既存施設の移設に加えま
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して、状況によっては新たに用地を取得し、道路の幅員自体を広げるといった必要も生じることと

なりますので、いずれも道路を大規模に改修しなければならないことから、莫大な費用と時間が必

要となります。そのため、非常に厳しい財政状況等を踏まえますと、早期に整備延長を延ばしてい

くということは難しいのかなというふうに考えているところでございます。 

しかしながら、近年の自転車の利用状況ですとか事故の状況等を踏まえますと、自転車の走行環

境を改善することは非常に重要であるというふうに認識してございますので、将来、道路の老朽化

などによりまして、全面的に改修する必要が生じたときには、道路の幅員構成についても検討し、

自動車や自転車、歩行者が安全に通行できる道路環境の向上に努めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

○金谷委員 結局、そうなりますと、なかなかお金もかかるし、時間もかかるし、実際もう既存の

道路状況があるということで難しいと。でも、新しい道路を造るときは考えたいんだと、そういう

ような答弁だったかなというふうに思うんですけれども、今後、自転車についての活用の可能性と

いうところでは、観光とか、それから健康とかのキーワードもあります。利用環境向上を進めると

いうことが必要だというのは分かりますけれども、今後、この旭川市自転車ネットワーク計画に対

してどのような考え方を持って進めていくかというところについて、これは地域振興部にお聞きを

したいと思います。 

○熊谷地域振興部長 社会環境の変化に伴いまして、自転車の果たす役割がますます広がっており

ます。こうした環境負荷の軽減や健康増進、観光振興などへの対応に向けまして、国では、自転車

活用推進法を平成２９年５月に施行し、これまで第１期、第２期の自転車活用推進計画を策定し、

また北海道でも北海道自転車条例を平成３０年４月に施行し、同様に、第１期、第２期の北海道自

転車利活用推進計画を策定するなど、幅広い分野にわたる自転車関連施策を一体的に推進しており

ます。 

本市におきましても、こうした国や北海道の動きに合わせて自転車の幅広い活用を推進するため、

現在、自転車活用推進法に基づく旭川市自転車活用推進計画の策定に向けまして、関係団体や公募

市民による懇談会を設置し、御意見を伺いながら作業を進めているところでございます。この推進

計画には、旭川市自転車ネットワーク計画で目的としていた自転車通行空間の整備に加えまして、

自転車の活用による環境負荷の軽減や健康増進、観光への寄与、さらには交通ルールやマナーの向

上に向けた啓発などについて盛り込んでいくことを検討しており、市民の皆様が利用しやすい環境

づくり、さらに、本市の魅力を取り入れた自転車の活用などについて、関係部署とも連携しながら

検討し、取組を進めてまいりたいと考えております。 

○金谷委員 質問は以上で、指摘して終わろうと思います。 

自転車の利用は増えているということが分かりました。しかし、自転車専用通行帯及び矢羽根型

道路標示も含めて、なかなか進んでいないということも分かりました。しかしそういった中でも、

この計画もあって、買物公園ではしっかりと駐輪の場所を確保しながら、本当にあふれていた自転

車が今見えなくなったということで、対応に対しては評価をしたいというふうに思います。 

今後は、今お示しいただいたように、国や道の動きもあって、旭川市自転車活用推進計画の策定

のほうに向かっていくんだということで、その中に、現在のネットワーク計画も含まれていくのか

なということが分かりましたので、今後もしっかりと進めていただきたいと指摘をし、終わりたい
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と思います。 

○まじま委員長 他に御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○まじま委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了しました。 

散会といたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時０４分 

 

 


